
成年年齢引下げに関する取組について（Ｒ３年度実施）

【概要】

令和４（2022）年４月の成年年齢引下げを見据え、新成人をはじめとした若者の消費者トラブルの未然・拡大防止

を図るため、関係機関と連携し、令和３年度から継続して実施

【事業内容】

①成人祭案内通知文書への啓発チラシ封入

市社会教育振興課と連携のうえ実施

啓発アニメ動画「だまされざるTV」を紹介（約3,000通）

②市内・大学高校へ啓発リーフレット配布

市内大学５校 令和４年度新入生向け（約3,600冊）

高校10校へ ３年生（卒業生）向け（約3,800冊）

【今後】

上記事業については、令和４年度についても継続して実施するほか、講演会や学園祭への参加により、若者への

更なる周知・啓発に努める予定。（資料２）

【効果】

ターゲットへ直接、必要な情報等を届けることができ、一定の効果があったものと考えられる。
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